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京都市梅小路公園に係るネーミングライツ募集要項 

 

１ 趣旨 

本市では、市民や事業者の皆様の支援により施設の魅力を高めるとともに、本市の新た

な財源を確保し、もって地域経済の活性化及び本市財政の健全化に寄与するため、ネーミ

ングライツの更なる導入を促進しています。 

この度、京都市梅小路公園（以下「梅小路公園」という。）に係るネーミングライツ契

約の相手方となる事業者を募集します。 

 

２ 対象施設の概要 

⑴ 施設の名称 

梅小路公園 

⑵ 所在地 

京都市下京区観喜寺町（別紙１「梅小路公園位置図」参照） 

⑶ 公園種別 

総合公園 

⑷ 面積 

１３７，１２９平方メートル 

⑸ 公園内の主な施設 

芝生広場、遊具広場、遊戯用電車、水族館、博物館、運動施設、飲食店、駐車場 

⑹ 設置目的 

緑の少ない都心部に大規模な緑の拠点を創出するため、「都心の緑の創造」、「歴史の

継承と未来への飛躍」をテーマに建設した公園である。災害時の広域避難場所としての

機能も合わせ持ち、多目的な利用が期待できる市営公園としては、２つ目の総合公園で

ある。 

⑺ 開設（設置）年月日 

平成７年４月２９日 

⑻ 利用状況 

庭園や芝生広場など、みどりと花で憩える公園として、地域の方々から日常的に利用

されているだけでなく、市街地の中心にあり、また「JR山陰本線梅小路京都西駅」と直

結しているアクセスの良さから、市民や国内外の観光客に広く親しまれている。 

 園内施設の利用を目的とした来訪者も多く、七条入口広場では年間を通じて多数のイ

ベントが開催されている。 

⑼ 供用時間 

２４時間 

⑽ 利用料 

無料 
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３ 募集内容 

⑴ 通称 

事業者は、公園名（通称）を命名する権利を有します。通称に関する条件は、以下の

とおりです。 

ア 都市公園の通称として誰もが理解できるものとしてください。 

イ 市民のみならず、他都市にお住まいの方々にも多く利用されており、非常に認知度

の高い施設であることを踏まえ、「梅小路」及び「公園（パークでも可能）」を使用し

た通称としてください。 

ウ 公園内にある施設（水族館、鉄道博物館、運動施設等）の運営に支障のない通称と

してください。 

エ 募集の趣旨に照らし、通称変更を求める場合があります。 

オ 和文以外の表記、ロゴについては別途協議とします。 

カ 原則として、契約期間内の通称変更はできません。 

キ 公序良俗に反する等、社会的に批判を受けるおそれのあるものは、通称として使用

できません。 

⑵ 契約期間 

１０年 

⑶ 予定価格（ネーミングライツ契約料） 

年間３０，０００千円（税込）以上 

※１ 契約料の総額ではありませんので御注意ください（契約料の総額は「予定価格

（年間３０，０００千円（税込）以上）×契約期間（１０年）」となります）。 

※２ 年度ごとの納入額については別途協議とします。 

⑷ 新通称使用開始時期 

契約日以降で別途協議 

⑸ 提案内容 

別紙２に記載する審査項目に基づく提案を募集します。ただし、提案された内容につ

いては事業者の負担により実施するものとします。 

⑹ 応募資格 

応募者は、提案内容を自ら主体となり実施する事業者とします。ただし、次に掲げる

事項のいずれかに該当する者は応募者となることができません。 

ア 京都市広告掲載基準第２条の規定に該当する者 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者（法人及びその他の団体にあ

っては、代表者又はその他役員を含む。以下同じ。） 

ウ 国税及び地方税に滞納のある者。その他の本市に対する金銭債務について滞納のあ

る者 

エ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

オ 暴力団又は暴力団に関係すると認められる者（応募資格確認のため、京都府警察本
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部に照会する場合があります） 

カ 京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項に規定する競争入札参加停止の措置を

受けている者 

キ その他、ネーミングライツ契約の相手方として適当でないと市長が認める者 

⑺ 選定方法 

京都市ネーミングライツ審査委員会が、応募者から提案された通称、応募価格、応募

者の経営の安定性、地域貢献等の審査基準（別紙２「梅小路公園ネーミングライツ契約

の審査基準」のとおり）に基づき、総合的に審査し、本市が決定します（京都市ネーミ

ングライツ審査委員会委員は別紙３のとおり）。 

⑻ 審査結果の通知 

本市は、審査終了後、速やかに応募者全員に審査結果を通知するとともに、審査の概

要（契約候補事業者名及び提案内容、全体講評等）を本市ホームページ等で公表します。

（経営情報等については非公開とします） 

⑼ その他 

本件は、「京都市ネーミングライツ実施要綱」に基づき実施するものです。そのため、

応募に際しては、同要綱を参考としてください。 

 

４ 契約時期 

本件の審査結果を京都市会へ報告した後に、契約手続を開始します。 

 

５ 契約期間満了後の措置 

契約期間満了日の６か月前までに、事業者は契約の延長を申し入れることができます。 

ただし、満了日の概ね１年前から、別途、京都市ネーミングライツ実施要綱に基づく新

たな提案を受け付けますので、満了日の６か月前までに他の提案があった場合には、公募

を行い、京都市ネーミングライツ審査委員会で審査を行うこととします。 

 

６ 事業者への特典 

⑴ 施設通称看板等掲出権 

公園内（出入口など）に施設通称を明示した看板（施設通称看板等）を掲出できます

（なお、梅小路公園は、北側の七条入口と東側の大宮入口の２か所に園名板が設置され

ています。）。 

※３ 上記の掲出場所は例示であり、詳細は別途協議のうえ決定します。 

※４ 施設通称看板等の設置期間はネーミングライツ契約期間内とします。 

※５ 通称の表示方法（看板の大きさ、デザイン等）は、都市計画局都市景観部広告

景観づくり推進課と協議し、京都市屋外広告物等に関する条例に基づく確認を受

けることとします。 

※６ 施設通称看板等の製作、掲示、変更に要する費用、契約期間満了後に施設通称

看板等を撤去、処分、復旧に要する費用は、事業者の負担とします（ネーミング
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ライツ契約料とは別に負担していただく必要があります。）。また、施設通称看板

等の設置、変更、復旧作業は、本市の確認を受け、事業者側で実施することとし

ます。 

※７ 権利・特典については、第三者への権利譲渡はできません。 

⑵ 通称の浸透・定着支援 

通称決定後に、新通称の浸透・定着のため、本市として次の支援を行います。 

ア 資料配布等による各報道機関への浸透 

イ 本市の広報紙への掲載、その他各種媒体における通称使用の徹底による市民への浸

透 

ウ 梅小路公園内及びその周辺に本市が設置している園内マップや案内サイン等にお

ける通称の使用 

エ 本市以外が設置している標識及び広報物等に関する各団体への修正依頼（修正され

ることを約束するものではありません） 

 

７ 応募期間 

令和８年６月１５日（月）から７月２４日（金）までの期間に、必要書類（「９ 応募

書類」参照）を事前連絡のうえ持参又は郵送してください。郵送の場合は期間内必着とし、

持参する場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時から午後５時まで

（ただし、正午から午後１時までを除く）とします。 

 

８ 質問の受付及び回答 

募集要項に関して質問がある場合は、「11 応募書類の提出先及び問合せ先」に記載する

メールアドレスに、「梅小路公園に係るネーミングライツ募集要項の質問」と件名を記入

して電子メールで提出してください。また、電子メールの送付後、送付した旨を電話連絡

し、本市が受信できたことを確認してください。 

⑴  質問の受付期間 

令和８年６月１５日（月）から６月２９日（月）午後５時まで 

※８ 電話による受信確認は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時から午後５

時まで（ただし、正午から午後１時までを除く）にお願いします。 

⑵ 質問の回答 

令和８年７月１０日（金）までに、本市ホームページに掲載します。 

※９ 質問の回答内容については、募集要項の該当部分の追加又は修正とみなします。 

※10 回答が遅れる場合は、その旨を本市ホームページに掲載します。 

 

９ 応募書類 

次の書類をＡ４フラットファイルに綴じて、１２部（正本１部、副本１１部）提出して

ください。 

なお、応募書類の作成等に要する費用は、応募者負担とし、提出後の書類は理由の如何
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を問わず返却しません。 

⑴ 梅小路公園ネーミングライツ応募申込書（様式１） 審査項目① 審査項目② 

⑵ 事業者概要（沿革、事業内容、運営方針、運営体制等の分かる資料） 審査項目③ 

⑶ 法令等に基づき作成された直近３期分の決算報告書 審査項目③ 

⑷ 登記事項証明書（法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書で、申込日から３か月以内

に発行されたもの） 審査項目③ 

⑸ 直近１年分の国税及び地方税（京都市分）の納税証明書 審査項目③ 

（国 税） 法人税又は所得税と、消費税及び地方消費税の未納がないことの証明書

（直近１年分） 

（地方税） 京都市の法人市民税及び固定資産税の未納がないことの証明書（直近１

年分） 

⑹ 京都市暴力団排除条例に関する誓約書（様式２） 

※11 ただし、応募書類の提出日時点において京都市競争入札有資格者名簿に登録さ

れている場合は不要とする（この場合、様式１「京都市競争入札有資格者名簿登

録」記入欄の“登録済”に、忘れずにチェックをつけてください）。 

⑺ 提案内容に係る書類（様式任意） 

ア 京都市の各種施策・事業や地域等への貢献実績、今後の取組予定など 審査項目④ 

イ 梅小路公園（又は本市所管の都市公園）に対する理念や活動実績、今後の取組予定

など審査項目④ 

※12 必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合があります。 

 

10 失格要件 

⑴ 審査期間中に、応募資格を喪失した場合 

⑵ 審査の過程で、提出書類に虚偽の内容が記載されていることが判明した場合 

⑶ 提出書類に不備があった場合 

⑷ 応募価格が募集内容に記された条件を満たしていない場合 

⑸ 総合審査において、審査項目の「通称」、「経営の安定性」のいずれか一つを審査委員

全員が「評価できない」とした場合 

 

11 応募書類の提出先及び問合せ先 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地（分庁舎３階） 

京都市建設局みどり政策推進室（公園利活用第三担当） 

ＴＥＬ：０７５－２２２－４１１４ 

ＦＡＸ：０７５－２１２－８７０４ 

E-mail：ryokusei@city.kyoto.lg.jp 

 


